
期　日 場　所 時　間

4月 9日（月）
旧公民館五辻分館 午前9時30分～11時30分

旧飯笹農協倉庫 午後1時～3時

4月10日（火）

牛尾共同利用施設 午前9時30分～10時20分

船越共同利用施設 午前10時40分～11時30分

旧中農協倉庫 午後1時～3時

4月11日（水）

松崎神社 午前9時30分～10時20分

旧常磐農協倉庫 午前10時40分～11時30分

南玉造農村協同館 午後1時～2時30分

期　日 場　所 時　間

4月12日（木）

旧久賀小学校 午前9時30分～10時20分

旧久賀農協倉庫 午前10時40分～11時30分

十余三公民館 午後1時～1時50分

旧大門幼稚園 午後2時10分～3時

4月13日（金）
役場附属棟 午前9時～11時30分

　　〃 午後1時～3時

5月 6日（日） 　　〃 午前9時～11時30分

の登録と
   狂犬病予防注射を忘れずに

全国瞬時警報システム『通称 J―ALERT（ジェイアラート）』とは

お問い合わせ●生活環境課環境係　☎76-5406

お問い合わせ●外国人在留総合インフォメーションセンター　　0570-013904

全国瞬時警報システム（J―ALERT）の運用を開始しました

災害情報のメール送信を開始しました

外国人住民の住民基本台帳制度

新しい在留管理制度

　緊急地震速報や武力攻撃など、すぐに対処しなければならない緊急情報を、瞬時に町民の皆さんにお伝えする
システムです。国（消防庁）から発信された緊急情報を人工衛星を経由して、町の防災行政無線を自動起動させ
ることで、いつでも町内全域に緊急情報を放送することができます。

1日本人と同様に、外国人住民にも住民票が作成され、日本人と外国人とで構成される世帯の
全員が記載された住民票が発行可能になります。

2住所を他市町村に変更する場合は、転出地の市町村長に転出届けをして転出証明書の交付を
受けた後、転入先の市町村長に転入届けをすることになります。

1外国人登録証明書に変わり在留カードが、また特別永住者については特別永住者証明書が交
付されます。

2特別永住者は次回の確認申請時に、特別永住者証明書が市町村で交付されます。
3在留資格や在留期間の変更について、地方入国管理局と市町村の両方に必要だった届け出が
軽減され、地方入国管理局のみの届け出で済むようになります。

❶緊急地震速報については、防災行政無線を自動起動するまでに 17 秒を要するため、伝達が大きな揺れの到達
に間に合わない時は、放送されません。
❷ 24 時間自動的に放送するシステムのため、真夜中でも放送されます。
❸このシステムは、国のコンピューターが人の手を介さず自動的に発信するシステムですので、誤報が放送され
る場合があります。その場合は、誤報であることを伝える放送が流れます。

情報の内容 報知音 放送内容

緊急地震速報（震度５弱以上） 緊急地震速報チャイム 「緊急地震速報。地震です。落ち着いて行動してください。」

航空攻撃情報 有事サイレン　14秒
「航空攻撃情報。航空攻撃情報。当地域に航空攻撃の可能性があ
ります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。」

弾道ミサイル情報 有事サイレン　14秒
「ミサイル発射情報。ミサイル発射情報。当地域に着弾する可能
性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。」

　災害時の緊急情報を一斉配信するエリアメール等の配信を
開始しました。緊急性の高い災害関係情報を多古町エリアで
使用されているNTTドコモ、ソフトバンク、auの携帯電話
に一斉送信するサービスです。メールアドレスの登録は不要
で、通信料や使用料はかかりません。
　今後、防災行政無線とともに、緊急時の情報伝達手段とし
て活用していきます。

対象機種などについては、お近くの携帯電話会社の窓口、
または各社ホームページでご確認ください。

●各社のサービス名称
　ＮＴＴドコモ➡緊急速報
　　　　　　　　「エリアメール」
　ソフトバンク➡緊急速報メール
　ａｕ　　　　➡緊急速報メール
●配信内容
　避難勧告、避難指示、避難所情報など

放送例

注意事項

犬の新規登録と狂犬病予防注射を行います。日程内であればどの場所でも受けら
れますので、都合のよい場所や日時を選んで、愛犬と一緒においでください。
1犬の新規登録手数料…3,000円
2狂犬病予防注射手数料…2,800円　3狂犬病予防注射済票…550円

お問い合わせ●総務課交通防災係　☎76-2611

お問い合わせ●住民課住民係　☎76-5401

7月9日から住民基本台帳制度と
新しい在留管理制度がスタート !

外国人の方へ

観光などの短期滞在者を除いた適法に、3ヵ月を超えて在留する外国人で、日本国内
に住所がある方　※対象外国人住民の方には、5月下旬に仮住民票を郵送します。

特別永住者以外の方で、上陸許可や更新許可などの在留に係る許可に伴い交付さ
れます。切り替えは、永住者は平成 27 年 7月 8日までに、その他の在留者は在
留期間更新時となり、それまでは所有する外国人登録証明書が在留カードとみな
されます。
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